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01 教学推進会議 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

1 （教育内容の充実） 

本学の理念に基づき、ディプロマポリ

シー及びカリキュラムポリシーを見直

すとともに、カリキュラム改編に関し検

証しながら、教育内容を充実させる。 

1-1 ３つのポリシーの見直し及びアセス

メントポリシーの策定並びに教育の質

保証に関する作業を行う教学ＷＧを設

置し、ディプロマポリシー及びカリキュ

ラムポリシーの見直しに着手する。 

３つのポリシーの見直し及びアセスメントポリシーの策

定並びに教育の質保証に関する作業を行う教学ＷＧを設置

し、ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの見直

しに着手した。 

Ⅲ  

2 （経済学部としての専門教育の充実） 

経済学部としての専門教育を充実さ

せるため、各学科の主要授業科目のあり

方を見直し、さらなる充実を図る。また、

授業科目の体系的履修を促すための履

修系統図を作成する。 

2-1 経済学部としての専門教育を充実さ

せるために、学科会議の意見を聴きなが

ら、主要授業科目のあり方の見直しに着

手する。 

履修系統図を検討するため、その前提条件の整理を行う

中で、主要授業科目のあり方の見直しの必要性を確認した。

公共マネジメント学科の専門科目群について、見直しの要

望があり、専門科目の追加のための学則改正を行った（２０

２０年度適用）。 

Ⅲ  

2-2 ディプロマポリシー及びカリキュラ

ムポリシーの見直しを踏まえて、学生が

体系的な履修を行うことができるよう

にするための履修系統図を検討し、その

作成に着手する。 

他大学の履修系統図の事例を基に、作成に必要な論点の

整理を行った。 

公共マネジメント学科の履修系統図案を作成し、意見交

換を行った。 

Ⅲ  

3 （能動的な学びの促進） 

少人数対話型の教育による初年次教

育や演習教育の充実、アクティブラーニ

ングの充実・強化に取り組み、能動的な

学びを促進する。また、学生の授業時間

以外の自主学習を促進させることによ

り学習効果を高める。 

3-1 アカデミックリテラシーでは、ビブリ

オバトルを取り入れるなどアクティブ

ラーニングの充実に取り組む。また、受

講生及び担当者から意見を聴くなど、内

容を不断に見直す。 

１年春学期開講のアカデミックリテラシーを大人数講義

形式に変更した。授業の一部に少人数グループでの発表（ビ

ブリオバトル）やコンピュータ実習など、学生や教員が相互

に関わりながら能動的に学べる活動を取り入れた。 

また、「レポート提出前のチェックリスト」を活用してレ

ポートの書き方について重点的に指導を行った。こうした

新たな取組について、授業担当者と教務委員会で情報共有

を行った。 

Ⅲ  

3-2 アカデミックリテラシーと基礎演習・

発展演習・専門演習間の関係を明確化す

ることにより、基礎演習における少人数

対話型教育の効果を最大限に発揮し得

るように継続的に検討を行い、改善すべ

き点がないか点検する。 

７月にアカデミックリテラシー授業担当者と教務委員会

から、基礎演習担当教員向けに「演習指導のポイント」の説

明会を実施した。さらに、秋学期の基礎演習終了後に教員に

成果を聞き取るなどして、２０２０年度の発展演習指導に

繋げていく。 

Ⅱ アンケート結果を

２０２０年度に情報

共有し、指導に繋げ

ていく。 

3-3 基礎演習・発展演習・専門演習の体系

的関連を強化するために、担当者の連携

を図る仕組みや、基礎演習・発展演習・

専門演習の内容について検討する。 

秋学期の基礎演習終了後に教員に成果を聞き取るなどし

て、２０２０年度の発展演習指導に繋げていく。 

Ⅱ アンケート結果を

２０２０年度に情報

共有し、指導に繋げ

ていく。 

3-4 本学の教育研究上の特徴を活かし、効 春学期実施したアカデミックリテラシー内でのビブリオ Ⅲ  
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果的なアクティブラーニングの実施に

向けて検討する。また、共同自主研究の

あり方を検討する。 

バトルを検証し、引き続き２０２０年度も実施することと

した。 

共同自主研究については、教務委員会において専門演習

指導との関係性を再検討し、学生の研究活動促進のために

は演習担当教員による共同自主研究も有効であることを確

認した。テーマのあり方については、引き続き教員や学生に

周知する。 

3-5 学生が授業時間以外の自主学習を十

分に行うために何を必要としているか

調査し、その結果に基づいて自主学習を

促進するために必要な措置について検

討する。 

学生ＦＤ委員を中心に、学生の授業時間以外の自主学習

についての調査を行った。今後、学生の考える「自主学習を

行うために必要な措置」を具体化するため、ＦＤ委員会や学

会などとの調整を行う。 

Ⅲ  

4 （地域への関心の涵養） 

地域への関心を涵養し、課題を見出

し、地域と連携して取り組む教育を実施

する。 

5 公共マネジメント実習、ＰＢＬ、アカ

デミックリテラシーを活用して、地域と

連携した教育を実施する。 

地域の経営者、経営幹部等によるオム

ニバス形式の講義の企画に着手する。 

春学期アカデミックリテラシーにおいて「下関学」を実施

し、地域についての基礎知識を修得する講義を開催した。ま

た、秋学期開講の公共マネジメント実習Ⅰでは下関市役所

と連携して、行政現場での課題について学ぶ機会を設けた。 

ＰＢＬでは、山口県花卉園芸農業協同組合、下関市産業振

興部とのプロジェクトを実施し、地域と連携した教育を実

施した。また、秋学期開講科目「キャリアデザイン I」にお

いて、地域の経営者、公務員や民間企業の社会人等によるオ

ムニバス形式の講義を企画し、実施した。 

Ⅲ  

 

5 （グローバル化への関心の涵養） 

外国研修、留学制度、国際インターン

シップ等を充実させ、毎年度延べ１００

人以上の学生が海外研修の経験をする

ことを目指すとともに、留学生との交流

の場を設けたり、留学体験発表会やスピ

ーチコンテスト等のイベントを着実に

実施したりするなど、学生がキャンパス

に居ながら外国語や異文化に触れ、学び

理解する環境づくりを行う。 

外国語の各種検定試験等により、毎年

度延べ５０人以上の学生が単位を認定

されるよう各種検定試験等の受験を奨

励する。 

また、外国語副専攻（英語・中国語・

朝鮮語）のあり方について見直し、２０

２０年度までに結論を出す。 

5-5 外国語副専攻（英語）を実施するとと

もに、当該実施状況について調査し、制

度を検証する。また、外国語副専攻（中

国語、朝鮮語）に関する課題を調査する。 

外国語副専攻（英語）を実施し、応用外国語研究Ⅰ（英語）

を３年生８人、４年生３人が履修した。 

外国語副専攻（中国語）について、講義担当者と教務委員

会が実施に向けた具体案を検討した。 

外国語副専攻（朝鮮語）については、検討に至っていない。 

中国語、朝鮮語ともに、実施に向けては担当者の配置、科

目追加などの課題もあるため、引き続き検討する。 

Ⅲ  

8 （アセスメントポリシーの策定と内部 8-1 ３つのポリシーの見直しと並行して、 ３つのポリシーの見直しに着手しており、他大学におけ Ⅲ  
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質保証の推進） 

２０２１年度までにアセスメントポ

リシーを策定し、さらにＧＰＡやＩＲア

ンケート等のデータを活用しながら学

生の学習成果を適切に把握及び評価す

る制度を整備することで、学生の成績評

価、単位認定及び学位授与の適正を確保

し、内部質保証を推進する。 

アセスメントポリシーの策定に着手す

る。 

るアセスメントポリシーの事例について調査し、検討の素

材とした。 

8-2 学習成果指標の策定に着手する。 ４軸１６項目の学習成果指標案の策定に着手し、指標案

を教授会で周知した。 
Ⅲ  

8-3 ＧＰＡやＩＲアンケート等のデータ

を活用して学生の学習成果を把握し、検

証結果を活用する。 

ＧＰＡを活用した４軸１６項目の学習成果指標案を策定

しており、その把握や可視化の方策を検討する。 

現行のカリキュラム及び３ポリシーを前提とする卒業時

アンケートを通じて、卒業生が在学中にどのような能力を

身に付けたと認識しているかを把握した。 

また、専任教員へ授業改善に活用できるよう、春学期の講

義別成績統計表及び分析結果を配付した。 

Ⅲ  

13 （求める学生像の明確化） 

ディプロマポリシー、カリキュラムポ

リシーの見直しを踏まえながら、アドミ

ッションポリシーを見直し、求める学生

像を明確にする。 

13-1 ディプロマポリシー及びカリキュラ

ムポリシーの見直しを踏まえ、求める学

生像（学部・各学科）を明確化する。 

ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの見直し

に着手し、学部全体の求める学生像を明確化した。 

学部全体の３ポリシーを検討し教授会で報告するととも

に、学科独自の３ポリシーの内容についても学科レベルで

検討した。 

Ⅲ  

13-2 アドミッションポリシーの見直しに

着手する。 

全学共通のアドミッションポリシーの見直しの着手に加

え、学科として特に打ち出す必要のある内容の検討を行っ

た。 

Ⅲ  

20 （学修支援の充実） 

学内関係部署の連携のもと、留年学生

対策を含めたきめ細かな学修指導を行

い、８割以上の学生が最短在学期間で卒

業できるように支援する。取得単位が過

少である学生をはじめ、学修面で課題の

ある学生については、継続的でより丁寧

な支援に努める。 

また、補習・補充教育体制を構築し、

２０２１年度より実施する。 

20-3 プレイスメントテスト（数学）を実施

し、その結果を踏まえて、必要と認めら

れる学生に対して数学の補習授業を課

すことを検討する。また、数学以外の科

目でも補習・補充教育の必要性について

検討する。 

プレイスメントテスト（数学）を新たに実施し、結果を検

証した。すぐに補習が必要な対象者はいないことを確認し

た。そのうえで、２０２０年度より「経済数学」を２クラス

開講として、数学の少人数教育体制を強化した。 

アカデミックリテラシーのＰＣスキルについても、講義

担当者と教務委員会が補習の必要性について検討した。こ

ちらも実習の習得状況、出席状況を鑑み、今年度の補習は必

要ないと判断した。 

Ⅲ  

26 （独創性及び特色のある高水準の研究

の推進） 

本学教員の独自性を活かした研究計

画を毎年度策定し、その計画に基づいて

独創性及び特色のある高水準の研究を

推進する。 

26-1 独創性及び特色のある計画に基づい

た高水準の研究を実施する。 

独創的で特色のある教員活動計画書に基づいて研究を行

った。その中で、独創的で特色のある高水準の研究成果と言

えるものについて、自己評価シートの研究領域欄において

明示し、高い評価の対象とした。 

Ⅲ  

28 （科学研究費助成事業等への申請・採択

の向上） 

学内の競争的資金である特定奨励研

究費等とも関連させながら、科学研究費

28-1 研究支援制度の見直しの中で、科学研

究費助成事業等への申請にインセンテ

ィブを持たせ、毎年、教員全員が科学研

究費助成事業をはじめとした競争的研

科学研究費助成事業の申請の状況に応じて、秋学期の個

人奨励研究費に差を設け、外部資金獲得にインセンティブ

を付与した。 

Ⅱ 研究活動活性化の

ための取組を実施す

る。 
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助成事業等への申請にインセンティブ

を持たせ、毎年、教員全員が科学研究費

助成事業をはじめとした競争的研究資

金の獲得を目指し、研究活動を活性化さ

せる。また、科学研究費助成事業等の申

請説明会等を充実させ、申請・採択率向

上を支援する。 

究資金の獲得を目指すように研究活動

の活性化を図る。 

28-2 研究支援担当者の複数化及び資質向

上を図りつつ、科学研究費助成事業等の

申請説明会等に積極的に外部講師を招

聘するなどして当該説明会の内容を充

実させ、申請・採択率向上を支援する。 

複数の職員が外部で実施される研修会に参加する等、研

究支援担当者の複数化、資質向上に取り組んだ。 

科学研究費助成事業の申請説明会に代えて、全教員へメ

ールによる資料配布を行い申請、採択率の向上を支援した。 

Ⅱ 必要な支援内容の

情報収集を行う。 

29 （研究環境の改善及び支援体制の整備） 

教員の研究時間確保を図り、研究費助

成の形態、規模等の研究環境を点検及び

整備する。また、研究に関する公募情報

を整理のうえ関係教員に通知するなど

の研究支援体制を整備する。 

29-1 教員の研究時間を確保するための方

策を検討する。 

教員の研究時間を確保するための方策を検討するとの観

点から、両審議会の年間の開催予定日を年度当初に定め、周

知を図るとともに、議題の集約化、簡素化に取り組んだ。 

Ⅱ 有効な方策のた

め、研究推進部会の

活用を検討する。 

29-2 研究に関する公募情報を整理し、教員

へ周知する。 

外部から送付される研究に関する公募情報を整理し、本

館教員控室に掲示している。 

Ⅲ  

30 （研究倫理の遵守） 

研究不正を未然に防止することを目

的として、研究倫理を遵守するための体

制及び仕組みを２０２０年度までに充

実させる。 

30-1 研究倫理を遵守するための体制及び

仕組みについて、オンラインによる研究

倫理学習等、新たな取組に関する情報収

集を行う。 

オンラインによる研究倫理学習等の新たな取組に関する

情報収集を行った。 

Ⅲ  

39 （企業現場等を活用した授業の展開） 

実務に直結した知識と技能を習得す

るため、市内の企業現場等を活用した授

業を行うほか、実務家による講義や授業

アシストを取り入れ、時代が求める人材

を育成する。 

39-1 企業現場等の第一線で活躍する実務

家と連携した講義や授業アシスト、企業

現場等での実習を通じて、課題を発見

し、実務的知識や技能に触れるための授

業について検討する。 

授業アシストについて、春学期２件、秋学期３件実施し

た。秋学期には、日本ショッピングセンター協会による寄附

講座「教養総合Ａ」を開講した。 

キャリア教育科目「キャリアデザイン I」では、企業経営

者、公務員や民間企業の社会人等によるオムニバス形式の

講義を実施した。 

また、ＰＢＬ、インターンシップにおいて、企業現場にお

ける課題発見、実務的知識の習得が可能な実習を行った。 

Ⅲ  

49 （社会的要請に適応する体制の強化） 

教育研究環境の変化や地域社会のニ

ーズを迅速かつ的確に把握し、市民に信

頼される大学となるため、教育研究組織

及び事務組織の点検及び見直しを行う。 

49-1 教育研究環境の変化や地域社会のニ

ーズを把握するための調査を行い、教育

研究組織及び事務組織の点検及び見直

しに着手する。 

２０１８年度に実施した「将来構想基礎調査」の結果を諸

会議において報告し学内で共有した。併せて、本基礎調査を

踏まえて、「外部のステークホルダーから見た本学の印象」

や「新たなブランド構築」というテーマを含む研修会を行

い、教育研究組織や事務組織の見直しの方向性について議

論した。 

２０１９年度は、教育研究環境の変化や地域社会のニー

ズを把握するための調査は未実施である。 

Ⅱ 教育研究環境の変

化や地域社会のニー

ズを把握するために

地元の高等学校長か

らの聞き取りを実施

する。 

51 （大学として求める教員像や教員組織

の編制に関する方針の策定） 

幅広い教養を備え、人格に優れた人材

を評価するため、大学として求める教員

像や教員組織の編制に関する方針（学

51-1 大学として求める教員像や教員組織

の編制に関する方針（学部・研究科）を

定める。 

大学として求める教員像について検討した。教員組織の

編制については、年齢構成、職位構成、実務経験のある教員

構成について点検のうえ、現状を把握し課題を摘出した。 

Ⅱ ２０２０年度内に

定める。 
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部・研究科）を２０１９年度までに策定

し、教員の採用及び評価制度の充実を行

う。 

58 （内部質保証システムの構築） 

大学の理念・目的の実現に向けて、内

部質保証システムを構築し、運営する。

そのために、２０１９年度までに内部質

保証の推進に責任を負う組織を整備す

るとともに、内部質保証のための全学的

な方針及び手続を定め、公表する。 

58-1 内部質保証の推進に責任を負う組織

を整備する。 

内部質保証の推進に責任を追う組織の整備や概念図の作

成に着手した。引き続き内容を整える。 

Ⅱ ２０２０年度内に

定める。 

58-2 内部質保証の全学的な方針及び手続

を定め公表する。 

全学的な方針及び手続の策定に着手しているが、完成と

公表に至っていない。 

Ⅱ ２０２０年度内に

内容を確定し、必要

な手続きを行い公表

する。 

59 （評価の充実） 

具体的に設定された達成水準や指標

等に基づき、毎年度、自己点検評価を行

う。自己点検・評価の結果や法人評価委

員会、認証評価機関による外部評価の結

果に加え、ＩＲアンケートの結果も踏ま

えながら、ＰＤＣＡサイクルに適切に反

映させて、教育研究や大学運営の質の向

上につなげる。 

59-2 内部質保証推進組織を中心とするＰ

ＤＣＡサイクルの作動を俯瞰できる概

念図を作成する。 

内部質保証推進組織を中心とするＰＤＣＡサイクルの作

動を俯瞰できる概念図案を作成した。引き続き内容を整え

る。 

Ⅲ  

 

02 点検評価委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

49 （社会的要請に適応する体制の強化） 

教育研究環境の変化や地域社会のニ

ーズを迅速かつ的確に把握し、市民に信

頼される大学となるため、教育研究組織

及び事務組織の点検及び見直しを行う。 

49-1 教育研究環境の変化や地域社会のニ

ーズを把握するための調査を行い、教育

研究組織及び事務組織の点検及び見直

しに着手する。 

２０１８年度に実施した「将来構想基礎調査」の結果を諸

会議において報告し学内で共有した。併せて、本基礎調査を

踏まえて、「外部のステークホルダーから見た本学の印象」

や「新たなブランド構築」というテーマを含む研修会を行

い、教育研究組織や事務組織の見直しの方向性について議

論した。 

２０１９年度は、教育研究環境の変化や地域社会のニー

ズを把握するための調査は未実施である。 

Ⅱ 教育研究環境の変

化や地域社会のニー

ズを把握するために

地元の高等学校長か

らの聞き取りを実施

する。 

58 （内部質保証システムの構築） 

大学の理念・目的の実現に向けて、内

部質保証システムを構築し、運営する。

そのために、２０１９年度までに内部質

保証の推進に責任を負う組織を整備す

るとともに、内部質保証のための全学的

58-1 内部質保証の推進に責任を負う組織

を整備する。 

内部質保証の推進に責任を追う組織の整備や概念図の作

成に着手した。引き続き内容を整える。 

Ⅱ ２０２０年度内に

定める。 
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な方針及び手続を定め、公表する。 

59 （評価の充実） 

具体的に設定された達成水準や指標

等に基づき、毎年度、自己点検評価を行

う。自己点検・評価の結果や法人評価委

員会、認証評価機関による外部評価の結

果に加え、ＩＲアンケートの結果も踏ま

えながら、ＰＤＣＡサイクルに適切に反

映させて、教育研究や大学運営の質の向

上につなげる。 

59-1 具体的に設定された達成水準や指標

等に基づき、毎年度、自己点検評価を行

うとともに、法人評価委員会、認証評価

機関等による外部評価の結果を適切に

大学運営に反映させる。 

具体的に設定された達成水準や指標等に基づき、平成３

０年度計画及び年間活動計画並びに第２期中期目標に係る

自己点検評価を行った。 

また、下関市公立大学法人評価委員会による平成３０年

度及び第２期中期目標に係る業務実績に関する評価結果に

ついて、経営審議会をはじめとする諸会議で報告したが、大

学運営への反映には至っていない。 

Ⅱ 法人評価委員会か

ら指摘された事項を

再度確認し、所管す

る委員会と連携しな

がら改善に向けた方

策を速やかに検討

し、大学運営に反映

させる。 

 

03 ＦＤ委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

6 （授業改善の推進） 

ＦＤの組織的な実施により教員の資

質向上を図るとともに、教員間で情報共

有しながら、全学的に授業及び授業支援

の改善を推進する。 

6-1 授業アンケートを学期ごとに実施し、

その結果が効果的に授業改善に活用さ

れるように学内で情報を共有する。ま

た、授業アンケートの内容について見直

す。 

春学期と秋学期に授業アンケートを実施し、コメント総

括を教授会で報告し、ＨＰに公表した。また、授業アンケー

トの内容に、教員が独自に質問できる項目を追加した。 

Ⅲ  

6-2 ＦＤワークショップ、ＦＤフォーラ

ム、教員同士による授業参観等を実施

し、学内外の情報を共有しながら、授業

等への効果的な活用を図る。 

授業参観を通年で実施した。特に、春学期６月、秋学期１

１月を強化月間とすることを教授会でアナウンスし、参観

を呼びかけた。（春授業参観：２１人、うちアカデミックリ

テラシー１８人、秋授業参観：１０人） 

ＦＤワークショップについては、７月２５日(参加者２６

人)、ＦＤフォーラムについては、ＳＤ委員会と合同で１２

月５日(参加者３２人)に実施した。 

Ⅲ  

6-3 学生ＦＤ委員会との連携を図り、学生

の意見を効果的に取り入れて授業改善

に活かす。 

学生ＦＤ委員会の活動（「教員図鑑」の印刷など）を支援

した。また、８月に開催された「学生ＦＤフォーラム」（北

翔大学）に３人の学生が参加した。 

１２月１０日の学生ＦＤ委員会主催のしゃべり場に職員

２人が参加した。学生からの意見を取りまとめ、２０２０年

度に授業改善に向けて検討する。 

Ⅲ  
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04 ＳＤ委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

53 （職員の資質向上） 

事務職員については、管理運営、教育

研究支援等を行う能力及び専門性の向

上を図るため、一般社団法人公立大学協

会等が実施する専門的な研修に積極的

に参加する。 

事務職員のほか、役員、教員も対象と

したＳＤ研修を毎年度１回以上実施す

る。 

53-1 学内で実施する事務職員一般研修を

充実させるとともに、一般社団法人公立

大学協会等が実施する専門的な研修に

積極的に参加し、事務職員の人材育成に

取り組む。 

９月３日及び４日に実施した事務職員一般研修では、学

外講師による「外部のステークホルダーから見た貴学の現

状と新たなブランド構築に向けて」に加え、一般社団法人公

立大学協会が実施する研修に参加した職員４人による研修

報告を行い、２日間で延べ１５２人が受講した。 

専門研修については、公立大学職員セミナー他２件の研

修会に職員４人が参加した。 

Ⅲ  

53-2 役員を含む全職員を対象としたＳＤ

研修を実施する。 

１２月５日に「google ドライブを使用した授業・業務改

善」をテーマにしたＦＤ・ＳＤ合同フォーラムを実施し、役

員を含む教職員３２人が受講した。 

Ⅲ  

 

05 ネットワークシステム運営委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

62 （ＩＣＴ環境の見直しとその活用の推

進） 

ＩＣＴ環境の見直しを行い、それによ

り必要となる機器の整備とその活用の

推進を図り、学内システムの効果的な利

用やシステム運用の効率化を図る。 

62-1 本学と上位ネットワーク間の現行の

ネットワーク構成について、利用用途、

安定性、通信速度、費用対効果等を考慮

した上で、ネットワーク構成の変更の必

要性、変更内容、変更時期等についての

検討を行う。 

本学と上位ネットワーク間のネットワーク構成について

の調査及び検討を行った結果、ネットワーク構成を変更す

る場合は２０２２年度に実施する方向とし、今年度の検討

を終了した。２０２０年度以降も調査及び検討を継続する。 

Ⅲ  

62-2 既設の学内システムに係わる利用者

や管理者向けの手順書等を見直し、必要

に応じて更新することで学内システム

の利用及び管理の効率化を図る。 

利用者向けのパソコン設定に係わる手順書や管理者向け

のサーバ設定に係わる手順書を、より分かり易い内容に更

新した。 

Ⅲ  

66 （情報管理の徹底とリスク管理に関す

る啓発） 

個人情報の保護や情報漏洩防止のた

めに、マニュアルを不断に見直すととも

に、情報セキュリティに係わる様々な脅

威への対策として必要な機器等を整備

する。 

66-1 情報セキュリティポリシーや情報管

理要領について検討し、必要に応じて改

正する。 

情報セキュリティポリシーや情報管理要領の見直しを行

い、情報管理要領を９月１日に改正した。 

Ⅲ  

66-2 教授会や新任事務職員研修で情報セ

キュリティに関する啓発を行う。 

専任教員については４月の教授会で、事務職員について

は９月の新任事務職員研修やウェブ掲示板で、情報セキュ

リティに関する啓発を行った。 

Ⅲ  

66-3 ファイヤーウォールの機能を利用し

たネットワーク・セキュリティ運用監視

サービスにより、不正アクセス等の脅威

ネットワーク・セキュリティ運用監視サービスにより、ネ

ットワーク上のセキュリティリスクの常時監視やファイヤ

ーウォールの設定更新を行うことで、情報セキュリティに

Ⅲ  
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を常に監視し、専門的な解析及び脆弱性

等に対応することで、情報セキュリティ

に係わる問題発生・拡大の防止を図る。 

係わる問題の発生及び拡大を防止した。 

 

06 広報委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

12 （リカレント教育への取組） 

学士課程及び修士課程における社会

人特別選抜や長期履修制度に関する広

報を充実させる。 

社会人や地域社会のニーズをふまえ

た教育プログラムを２０２１年度まで

に創設する。 

また、科目等履修、公開講座等の活用

や、研究生制度の見直しにより、社会人

や市民が受講しやすい環境を整える。 

12-1 社会人特別選抜や長期履修制度に関

する広報の方法について検討する。 

社会人特別選抜や長期履修制度に関する広報を検討した

結果、大学公式サイトに社会人向けのページを開設し、一括

して情報収集ができるようにすることとした。 

Ⅲ  

17 （広報活動及び高大連携の充実・強化） 

本学の知名度を上げ、意欲ある学生を

積極的に受け入れるため、入試を中心と

した広報活動の充実を図る。あわせて、

高大連携の取組を周知し、高大連携を強

化する。 

17-1 本学の知名度を上げるため、外部受験

サイトへの情報提供や各種ウェブサイ

トでの広告展開の充実を図る。 

マナビジョン（ベネッセ）やスタディサプリ（リクルート）

に本学の情報を掲載した。また、LINE、Google 等の各種ウ

ェブサイトに広告を掲載し、本学の知名度向上を図った。 

Ⅲ  

19 （大学院入試制度の見直しと広報の強

化） 

大学院の入学者を確保するため、入試

制度を改善するとともに、広報の強化に

取り組む。 

19-1 大学院の入試結果を踏まえて入試制

度を検証する。 

大学院進学説明会開催等の広報活動

に取り組むとともに、広報のあり方につ

いて検討する。 

学部のゼミ生（３、４年生）に対して大学院に関するチラ

シを配布した（７月上旬）。また、学部生を対象にした大学

院進学説明会を７月１６日及び１８日に開催し、計４人の

学部学生が参加した。 

大学院演習担当者と研究内容を一覧にしたリーフレット

を作成し、広報できるよう整備した。また、下関商工会議所

が発行する「会議所だより・下関」に大学院の学生募集に関

する広告を掲載した。 

Ⅲ  

60 （情報公開） 

法人の運営に関する情報や教育研究

に関する情報、自己点検・評価に関する

情報等を大学ホームページや大学案内

等の刊行物を通じて、受験生、学生、市

民等に積極的に発信する。教授会その他

60-2 大学ホームページ、大学案内、大学広

報誌（年３号・臨時）及び動画を通じて、

大学の諸活動を高校や受験生等に発信

する。また、学外設置のパンフレットス

タンドにおいて、各種刊行物を頒布す

る。 

大学公式サイト、大学案内、大学広報誌（計４回発行）を

通じて、大学の諸活動を発信した。あわせて、学外設置のパ

ンフレットスタンドにより各種刊行物を頒布した。 

学内の各種イベントを紹介するトピックス動画を計７本

製作し、本学公式サイトで公開した。 

Ⅲ  
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学内各種会議等の議事の記録の公開に

ついては、２０２０年度までに検討のう

え、実施する。 

また、大学活動や教育研究の成果につ

いても、各種広報媒体を活用し、機動的

かつ戦略的な広報活動を行う。 

ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキング

サービス）を通じて、機動的かつ戦略的

な広報活動の方法を検討し、実施する。 

また、本学公式 Twitter の実現可否や発信する内容、運

用方法について検討した。 

 

07 図書館運営委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

63 （施設の活用） 

地域貢献の一環として、学生及び教職

員の利用を確保した上で、市民に開かれ

た大学を目指し、可能な限り市民の利活

用を図るため、教室、体育館、グラウン

ド等の開放を行う。 

図書館については、蔵書の充実を図

り、その資産を適正に管理するととも

に、図書館利用者のニーズに応え、サー

ビスの向上を図る。 

63-2 本学の教職員及び学生が選書に携わ

ることによって充実した選書を進める

とともに、地域特性を活かした特色ある

図書の充実を図る。 

教員と連携し、専門演習受講学生による選書を促した。ま

た春学期と秋学期にそれぞれブックハンティングを実施

し、学生の積極的な選書の機会を創出した。図書館運営委員

会を中心に各学科の学生向けの選書にも力を入れ収集を行

った。下関、山口に関する図書の購入等を行った。 

Ⅲ  

63-3 計画に従って蔵書点検を実施し、適正

な蔵書管理を進める。 

集密書庫、新集密書庫の蔵書点検を実施し、図書情報の整

備を進めた。 
Ⅲ  

63-4 図書館の情報発信のための印刷物を

発行し、学内掲示や大学ホームページ等

への掲載を通じて、より多くの情報提供

を行うとともに、利用者へのサービス向

上を図る。 

図書館だよりを発行し、企画展示情報やブックハンティ

ングの情報を発信した。図書館だよりは、大学ホームページ

やフェイスブック、デジタルサイネージにも掲出した。大学

ホームページでは新着図書情報も掲載した。図書館システ

ムを更新して利用者への更なるサービス向上を図った。 

Ⅳ  

 

08 地域共創センター運営委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

12 （リカレント教育への取組） 

学士課程及び修士課程における社会

人特別選抜や長期履修制度に関する広

報を充実させる。 

社会人や地域社会のニーズをふまえ

た教育プログラムを２０２１年度まで

に創設する。 

また、科目等履修、公開講座等の活用

や、研究生制度の見直しにより、社会人

や市民が受講しやすい環境を整える。 

12-2 社会人や地域社会のニーズを把握す

るための調査を行い、その結果を踏まえ

て、リカレント教育のあり方や提供可能

な教育プログラムについて検討する。 

社会人や地域社会のニーズを把握するための調査を行う

ことができなかったが、経済学部として提供できる教育プ

ログラムは科目等履修制度ということを確認した。 

公開講座やシンポジウム等に参加した社会人に毎回、ア

ンケート調査を行い、ニーズを把握した。自然科学関係のプ

ログラムを要望する意見があった。 

北九州市立大学の社会人リカレント教育プログラムや、

山口大学の知財教育プログラム（履修証明プログラム）等、

リカレント教育に関する情報を収集した。また、２０２０年

度からリカレント教育センターを設置し、学校教育法第１

Ⅳ  
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０５条の特別の課程として地域創生マネジメント専門家養

成プログラムを実施することが決定した。履修証明プログ

ラムとして、インクルーシブ教育専門家養成コース、パーソ

ナルマネジメント専門家養成コース、子ども才能マネジメ

ント専門家養成コースの３コースを設けることとなった。 

12-3 公開講座を５講座以上設け、リーフレ

ットの作成やホームページ等で広く市

民に周知するとともに、開講する場所を

はじめ、社会人や市民が受講しやすい環

境とするための検討を行う。 

公開講座を６講座設け、リーフレットやホームページ等

で広く市民に周知した。公開講座受講者にアンケートを実

施したところ、開講する場所や受講時間ともに現状が最も

受講しやすいという結果となった。 

Ⅲ  

27 （特色ある地域研究の推進） 

本学の立地に鑑み「下関」、「関門」又

は「東アジア」に関連するテーマを含め

た地域の課題等に関する特色ある研究

を推進する。 

27-1 北九州市立大学との関門地域共同研

究を１件以上実施する。 

「関門地域における伝統産業・文化のまちづくりに関す

る地域的価値の創造についての研究」を実施した。 

Ⅲ  

31 （学術シンポジウム等の実施） 

学術シンポジウムや他大学との共同

研究会等の開催にあたっては、本学の研

究成果を市の施策や市民による地域の

取組等に反映させるとの観点から、官公

庁、経済界その他広く市民に周知して参

加を促す。 

31-1 北九州市立大学との関門地域共同研

究成果報告会、資料室に関連する学術シ

ンポジウム及び地域共創研究会を開催

し、官公庁、経済界その他広く市民に周

知して参加を促す。 

北九州市立大学との関門地域共同研究会成果報告会を７

月２５日に北九州市の西日本総合展示場で、地域共創研究

報告会を６月６日に本学で実施した。開催について官公庁・

経済界への案内、リーフレットやホームページ等での市民

への周知により参加を促し、関門地域共同研究会成果報告

会は５５人、地域共創研究報告会は２８人の参加を得た。 

Ⅲ  

32 （研究成果の公表と地域社会への還元） 

機関リポジトリをはじめ様々な媒体

を活用して、論文、シンポジウム及び地

域研究の成果等を広く社会に公表する。

また、地域共創センターにおいて、地域

資料の収集を引き続き行い、市民に広く

公開する。 

32-1 関門地域研究及び地域共創センター

年報を発行し、研究成果を地域社会に還

元する。 

地域共創センター年報を８月３１日に、関門地域研究は

３月３１日に発行した。地域共創センター年報の論文は、山

口県大学共同リポジトリ「維新」にて、関門地域研究の論文

は大学ＨＰにて公開した。 

Ⅲ  

32-2 下関くじらサマースクールの開講や

鯨資料室聞き取り調査を記録したＤＶ

Ｄを製作し、市民に広く公開することに

より、地域研究の成果等を広く社会に公

表する。 

下関くじらサマースクールを７月２７日に開催し、４３

人（児童２６人、保護者１７人）の参加者があった。また、

１月３１日に鯨資料室聞き取り調査を実施し、ＤＶＤを製

作した。 

Ⅲ  

32-3 地域資料の収集を行い、整理のうえ公

開し、資料室の充実を図る。 

書籍を７点購入し、１０点の寄贈を受け付けた。これらを

整理のうえ公開した。 
Ⅲ  

33 （受託研究・共同研究の推進） 

下関市の企業、行政及び各種団体等の

課題解決に寄与するための受託研究又

は共同研究に毎年度１件以上取り組む。 

33-1 地域課題の解決に向けて、下関市内の

行政、企業、各種団体等と意見交換を行

う。 

商業捕鯨再開を機に鯨油高度化利用について、下関市・市

内企業・各種団体等と協議会を立ち上げ、意見交換を３回

（８月９日、１２月２０日、２月２１日）実施した。 

ＳＤＧｓに関連して、株式会社トクヤマと「環境経済」担

当の教員が、１月２９日に研究協力について協議した。 

Ⅲ  
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33-2 下関市の課題に対して産官学研究の

進め方を検討しつつ、受託研究又は共同

研究を１件以上実施する。 

受託研究や共同研究は実施できなかったが、産官学研究

として「山口県における福祉人材確保に関する研究－下関

市を中心に－」を実施した。 

Ⅲ  

40 （地域が求める人材養成への貢献） 

中小企業を中心とした市内企業等の

人材の育成のため、科目等履修制度等を

活用する。 

企業や行政機関等が実施する研修に

対し、その講師として、本学教員を毎年

度２人以上派遣する。 

また、２０２３年度を目途に教員免許

更新のための講習を開催し、初等中等教

育機関の教員の資質向上に寄与する。 

40-2 企業や行政機関等が実施する研修に

対し、その講師として、本学教員を毎年

度２人以上派遣する。 

企業や行政機関等が実施する研修等の講師依頼に対して

延べ１７人（実数５人）を派遣した。 

また、下関市教育委員会教育部生涯学習課が実施する下

関市生涯学習まちづくり出前講座を通じて、下関市内の団

体より研修の講師依頼があり、本学教員３人を派遣し、７月

４日「感性工学による商品開発」、８月８日「経営情報シス

テム」、１１月１日「ワークモチベーション」の研修を実施

した。 

Ⅲ  

42 （地域との交流の推進） 

地域に根差した活動等を通じて成長

していく人材を育成するため、学生のボ

ランティア活動や地域との交流への積

極的な参加を支援する。 

42-1 学生のボランティア活動や地域との

交流を推進するため、ボランティア活動

や交流機会等の積極的な周知を行う。 

地域との交流を推進するため、６月２２日下関市豊北町

学生交流ワークショップへの参加を学生に周知し、活動を

支援した。 

ＪＡ山口県下関総括本部と農事組合法人和泉の里との共

同により、高齢化の進む豊田町における地域農業の維持に

向けた援農活動（５月１１日播種作業、１０月１９日小学生

向け農業体験教室の支援）を実施した。 

Ⅲ  

43 （新産業創出への産官学の連携） 

下関市の目指す新たな都市型産業の

育成に寄与するため、社会の要請に応え

うる人材育成を図り、市民の知的ニーズ

を反映した公開講座等を提供する。 

43-1 新たな都市型産業の育成に寄与する

ための公開講座を１講座以上設ける。 

新たな都市型産業の育成に寄与するための公開講座「流

通に関する基礎知識－小売業態間競争の新たな局面」を７

月１０日に実施し、小売業態間競争の現状や起業への考察

を講義した。 

Ⅲ  

45 （下関市のグローバル化への支援） 

語学や海外事情に関する公開講座を

開設するほか、学生による語学ボランテ

ィアを推進する。 

また、下関市のグローバル化に貢献す

るような研究を行う。 

45-1 語学や海外事情に関する公開講座を

1講座以上設ける。 

公開講座「異文化理解－留学生による日本語スピーチコ

ンテスト」を１１月７日に実施した。 

Ⅲ  

45-4 下関市のグローバル化に貢献するよ

うな研究を企画する。 

「海外の大学生を対象とする短期教育プログラムに関す

る研究」を実施した。 

Ⅲ  

46 （産官学共同国際研究の推進） 

港湾都市下関に立地する大学として、

産業界、行政と一体となって国際物流拠

点機能の強化と国際的に活躍する人材

輩出に貢献するため、国際共同研究を実

施する。 

46-1 下関市の国際物流拠点機能強化に貢

献するため、他大学等の外部組織との連

携を含めて国際共同研究の進め方を検

討する。 

クイーンズランド大学（オーストラリア）の研究者と連携

のうえ、オーストラリア人学生向けの短期教育プログラム

ひな型を作成した。 

Ⅲ  
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09 ハラスメント防止委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

25 （ハラスメントによる人権侵害の防止） 

学生に対するハラスメントによる人

権侵害の未然防止のため、研修等による

周知徹底や相談体制の充実に取り組む。 

25-1 ハラスメントの未然防止と早期解決

を図るため、ハラスメント防止啓発講習

会及びハラスメントに関するアンケー

ト調査を実施する。 

１年生を主な対象としたハラスメント防止啓発講習会を

６月６日に開催した（５１５人受講）。また、講習会でなん

でも相談窓口のソーシャルワーカーを紹介し、相談窓口の

利用を周知した。 

教員、事務職員を対象としたハラスメント防止啓発講習

会を１月１６日に（９６人受講）、役員、管理職を対象とし

た講習会を２月２１日に実施した（１１人受講）。 

７月に３年生を対象としたハラスメントに関するアンケ

ート調査を実施し現状を把握した。その結果、即時対応が必

要な事案は認められなかった。 

Ⅲ  

25-2 ハラスメントに対する相談体制や業

務分担について、現状の問題点の洗い出

しを行い、改善案の検討を行う。 

５月１５日開催の相談員会にハラスメント防止委員が参

加し、現状の問題点や改善案について検討した。 

Ⅲ  

50 （ハラスメント未然防止の徹底） 

新たな防止策として組織診断や定期

的な研修等を行うなど、ハラスメントの

未然防止を徹底するための取組を役員

及び教職員を挙げて推進する。 

50-1 役員、教員及び事務職員を対象とした

ハラスメント防止啓発講習会を継続し

つつ、ハラスメントの未然防止を徹底す

るための新たな取組を実施する。 

役員、教員及び事務職員を対象としたハラスメント防止

啓発講習会を継続しつつ、ハラスメントの未然防止を徹底

するための新たな取組について情報収集を行った。 

Ⅱ 情報収集を継続し

つつ、実現が可能で

ある新たな取組につ

いて検討する。 

 

10 エコキャンパス推進委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

－ － － ごみやＣＯ２の排出量の削減、環境美

化など、環境保全に配慮した活動を行

う。 

ごみやＣＯ2の排出量の削減のため、引き続き学内のごみ

の分別排出や事務局で使用するＰＰＣ用紙の可能な範囲で

の両面使用を推進し、エアコン等の使用について節減啓発

に努めた。また、ボランティア清掃活動への参加等、環境美

化の活動を行った。さらに、環境保全の意識付けを目的とし

て、環境保全のコストや効果等を大学ホームページに掲載

した。 

Ⅲ  
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11 教員人事評価委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

52 （実務に長けた人材の確保） 

人事採用計画を見直すとともに、実務

に長けた人材を幅広く確保するための

制度を構築する。 

52-1 専門教育の充実や特色ある教育実施

のための人事採用計画を検討するとと

もに、実務に長けた人材を確保するため

の制度の構築に向けた協議を開始する。 

本学における実務経験のある教員の状況について、実態

を把握した。 

教員人事計画として、「マクロ経済学、応用マクロ経済

学」、「憲法、行政法」、「地域産業論」、「健康・スポーツ科学」、

「キャリア教育（特任教員）」、「中国語（特任教員）」の６科

目６件の採用を実現した。また、昇任人事４件を行った。 

Ⅲ  

 

12 衛生委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

－ － － 労働時間が長く、疲労の蓄積が認めら

れる職員や心理的負担の程度が高く、産

業医の面接を希望した職員に対して、面

接指導を実施する。また、健康の保持増

進に関する情報を発信する。 

２０１９年度計画に基づき、毎月１回の衛生委員会を開

催し、産業医による職場巡視を行った。また、産業医の面接

を希望した職員に対して、面接指導を実施した。 

学生、職員の健康増進に関する意識の啓発を図るため、熱

中症、食中毒、インフルエンザ、ノロウイルス及び新型コロ

ナウイルスに対する注意喚起文書を本学ホームページ及び

掲示板に掲示した。 

Ⅲ  

－ － － 公立学校共済組合山口支部・山口県教

職員互助会会員に配布される「メンタル

ヘルスポケットブック」の活用について

周知する。 

公立学校共済組合山口支部・山口県教職員互助会に配布

される「メンタルヘルスポケットブック」の活用について、

WEB掲示板等を利用して周知した。 

Ⅲ  

－ － － 定期健康診断は、労働安全衛生法に基

づき、事業者が実施し、労働者は受診す

べきものであることを周知し、定期健康

診断の受診率向上に努める。 

健康診断の項目に異常所見が見られ

る場合は、医師等の意見を聴き、必要に

応じて保健指導等を実施するよう努め

る。 

定期健康診断の受診について、ＷＥＢ掲示板等から呼び

かけを行い、受診率の向上を図った。定期健康診断は９月５

日及び６日に実施し、受診率は８９％であった（２０１８年

度は９５％）。未受診者には、文書で受診を促した。 

健康診断の結果、健康管理上、就業上の措置及び医療面の

指導が必要と認められる職員に対して、産業医による保健

指導を実施した。 

Ⅲ  

－ － － 希望者を対象としたストレスチェッ

クを実施する。 

ストレスチェックの実施に係る基本方針及び実施要領に

基づき、前期（７月２２日から８月４日まで）、後期（１１

月１１日から１１月２４日まで）の年２回ストレスチェッ

クを実施した。回答者数は、前期４３名、後期２８名であっ

Ⅲ  
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た。 

 

13 学生委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

20 （学修支援の充実） 

学内関係部署の連携のもと、留年学生

対策を含めたきめ細かな学修指導を行

い、８割以上の学生が最短在学期間で卒

業できるように支援する。取得単位が過

少である学生をはじめ、学修面で課題の

ある学生については、継続的でより丁寧

な支援に努める。 

また、補習・補充教育体制を構築し、

２０２１年度より実施する。 

20-1 演習担当教員、健康相談室及びなんで

も相談室並びに保護者との連携のもと、

修学支援を要する学生に対して適切な

生活指導や履修指導を継続的に行い、最

短在学期間で卒業できるよう支援する

とともに、当該学生の課題を把握し、関

係部署にて情報を共有する。 

修学支援を要する学生への面談等（窓口や電話での状況

聞き取りや支援、見守りを含む）による生活や履修指導を行

い、連絡が取れない学生の保護者に対し、状況連絡の文書を

郵送した。 

 対象学生 支援実施 文書郵送 

前期 ５８人 ４７人 １１人 

後期 ６７人 ５６人 １１人 

学生の課題を把握し、情報を共有するため、教職員、健康

相談室及びなんでも相談室の相談員が学生情報共有会を２

回開催した。 

開催日 参加教職員数 

５月 ９日 １５人 

１０月２８日 １１人 

保護者と連携し学生の修学支援を行うため、保護者懇談

会を開催し、学業成績や就職進路に関する全体説明を行い、

保護者と面談した。 

開催日 
出席 

保護者 

対象 

学生 

面談 

実施 

９月２１日 ２０９人 １５８人 １１６件 
 

Ⅲ  

23 （経済的支援の充実） 

学生が経済的に安定した環境で学修

に取り組めるよう、授業料減免や奨学金

などにより適切な支援を行うとともに、

授業料減免制度等を見直すことにより、

生活支援に関する制度をより充実させ

る。 

23-1 2020 年度に実施される国の高等教育

無償化制度に備え、必要な対応をとると

ともに、授業料減免や奨学金を含む経済

支援制度のあり方について検討する。 

「大学等における修学の支援に関する法律」による支援

対象大学となる確認申請を行い、９月２０日付けで機関要

件を満たす通知を受けた。 

同法律による高等教育の修学支援新制度（給付奨学金・授

業料減免）の学生向け説明会を１５回開催し、申請案内を行

い受け付けた。 

申請資料配布数 申請人数 

約３５０人 ２００人 
 

Ⅲ  

24 （生活支援の充実） 

学生の心身の健康保持のため、学生生

活の悩み等に関する相談に応じ、トラブ

24-1 健康相談室やなんでも相談室と連携

して情報を共有し、学生支援の体制の整

備に着手する。 

健康相談室やなんでも相談室が、教務や学生支援担当部

署と連携し、毎月２回カンファレンスを行う体制を整備し

た。 

Ⅲ  
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ルに対して迅速な対応を行う。また、課

外活動への支援を通じて学生生活の充

実を図る。 

24-2 課外活動支援を含め、学生生活の充実

のため、学生との情報共有や意見交換の

場を設ける。 

学友会、体育会、文化会、大学祭実行委員会の代表者と教

職員が情報共有や意見交換を行う学生団体会議を１１回開

催した。 

Ⅲ  

42 （地域との交流の推進） 

地域に根差した活動等を通じて成長

していく人材を育成するため、学生のボ

ランティア活動や地域との交流への積

極的な参加を支援する。 

42-2 学生が地域活動の情報に触れる機会

を増やすため、学生団体との連携を図る

とともに情報提供を積極的に行う。 

学生が地域活動の情報に触れる機会を増やすため、掲示

により周知やサークルへの働きかけを行った。 

学生団体と連携し、メールによる周知を試みた。 

依頼数 掲示 働きかけ メール 

３８件 ２７件 １０件 １件 

サークルからの情報により、自主的に参加しているボラ

ンティア活動をその他１５件把握している。 

Ⅲ  

 

14 厚生・体育施設等運営委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

24 （生活支援の充実） 

学生の心身の健康保持のため、学生生

活の悩み等に関する相談に応じ、トラブ

ルに対して迅速な対応を行う。また、課

外活動への支援を通じて学生生活の充

実を図る。 

24-2 課外活動支援を含め、学生生活の充実

のため、学生との情報共有や意見交換の

場を設ける。 

学友会、体育会、文化会、大学祭実行委員会の代表者と教

職員が情報共有や意見交換を行う学生団体会議を１１回開

催した。 

Ⅲ  

 

15 キャリア委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

21 （キャリア支援の充実） 

体系的なキャリア教育科目の計画的

な履修、国内外におけるインターンシッ

プ及びＰＢＬへの取組、キャリアセンタ

ーが実施する就職支援事業や個別のカ

ウンセリング等を通じて就業力を高め、

毎年度、就職決定率９５％以上を継続す

る。 

21-1 「キャリアデザインⅠ～Ⅳ」の履修を

促進し、国内外インターンシップ及びＰ

ＢＬを実施するとともに、「合同業界研

究会」や市大キャリアスタディをはじめ

とする実践的な就業力育成を意識した

イベントを実施する。 

キャリアデザインⅠ～Ⅲを開講した。しかし、２０１８年

度末に退職した教員に代わる非常勤を見つけることができ

なかったこと及び過去数年間、受講者数が少なかったこと

により、IVは非開講とした。 

夏季休業中に中国 青島市（２人）、シンガポール（１０

人）、韓国 釜山広域市（２人）で国際インターンシップを実

施した。国内インターンシップについては４４人の学生が

２９の企業・団体で実習を受けた。１２月５日には、インタ

ーンシップ報告会を実施し、実習の成果を発表した。また、

２つのＰＢＬを実施し、１２月１２日に成果報告会を行っ

た。 

Ⅲ  
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合同業界研究会を１１月２０日から５日間、２月１２日

から３日間実施した。市大キャリアスタディについては２

月８日に実施した。 

21-2 就職決定率９５％以上を達成する。 就職決定率は９９．１％であり、実就職率（卒業生から大

学院進学者数を除いたもの）は９４．８％であった。 

Ⅲ  

22 （下関市内企業を学生に認知してもら

うための取組） 

下関商工会議所等との連携のもと、下

関市内に所在する企業の合同説明会を

実施するなど、下関市内の優良な企業を

学生に認知してもらうための取組を充

実させ、下関市内への就職の促進を図

る。 

22-1 下関市や下関商工会議所からの情報

提供に基づき、学生に対して下関市内の

企業等の認知度を高めるための方策を

検討する。 

山口県及び広島県と連携し、７月にインターンシップフ

ェアを開催した。また、山口県経営者協会と連携し、１１月

に合同業界研究会を実施した。 

さらに、下関市と連携して、キャリア教育科目「キャリア

デザインⅠ」（１年生）や就職活動支援のための「就職基礎

講座」（３年生）の中でジモト就活アプリ「しものせき job 

net」と「下関市奨学金返還支援補助金」の紹介や登録を行

った。 

Ⅲ  

35 （地域企業やＮＰＯとの連携・協力の推

進） 

「下関市市内企業等の海外展開に関

する連携協定」に基づき、市内の企業や

団体と連携・協力する。 

また、下関市の企業・ＮＰＯ等に本学

教員の研究分野や業績等に関する情報

を提供する。 

35-1 「下関市市内企業等の海外展開に関

する連携協定」に基づき、海外における

下関市内の企業等の情報発信及び事業

展開に係る取組において連携・協力す

る。 

「下関市市内企業等の海外展開に関する連携協定」に基

づき、１１月１４日、１５日に沖縄県で開催された国際食品

商談会「沖縄大交易会」へ下関地域商社が出展するにあた

り、学生５人がＰＢＬとして取り組んだ。 

Ⅲ  

44 （グローバル化に対応する人材の育成） 

行政や産業界との連携による海外で

のインターンシップやＰＢＬ等を通じ、

グローバルに活躍する人材を育成する。 

44-1 グローバル化に対応する人材を育成

すべく、国際インターンシップについて

は、中国（青島）、韓国（釜山）及びシ

ンガポールに加えて、台湾における受け

入れ企業の検討を行う。 

中国（青島）、韓国（釜山）、シンガポールのインターンシ

ップを実施した。台湾については新規受け入れ企業の検討

を行った。 

Ⅲ  

 

16 教務委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

5 （グローバル化への関心の涵養） 

外国研修、留学制度、国際インターン

シップ等を充実させ、毎年度延べ１００

人以上の学生が海外研修の経験をする

ことを目指すとともに、留学生との交流

の場を設けたり、留学体験発表会やスピ

ーチコンテスト等のイベントを着実に

5-4 各種検定試験の単位認定制度につい

て、各種助成制度を含めて学生に周知

し、延べ５０人以上の学生が単位を認定

されるように受験を奨励する。 

各種検定試験の単位認定制度により、春学期７３件、秋学

期６７件を単位認定した。 

Ⅲ  

5-5 外国語副専攻（英語）を実施するとと

もに、当該実施状況について調査し、制

度を検証する。また、外国語副専攻（中

外国語副専攻（英語）を実施し、応用外国語研究Ⅰ（英語）

を３年生８人、４年生３人が履修した。 

外国語副専攻（中国語）について、講義担当者と教務委員

Ⅲ  
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実施したりするなど、学生がキャンパス

に居ながら外国語や異文化に触れ、学び

理解する環境づくりを行う。 

外国語の各種検定試験等により、毎年

度延べ５０人以上の学生が単位を認定

されるよう各種検定試験等の受験を奨

励する。 

また、外国語副専攻（英語・中国語・

朝鮮語）のあり方について見直し、２０

２０年度までに結論を出す。 

国語、朝鮮語）に関する課題を調査する。 会が実施に向けた具体案を検討した。 

外国語副専攻（朝鮮語）については、検討に至っていない。 

中国語、朝鮮語ともに、実施に向けては担当者の配置、科

目追加などの課題もあるため、引き続き検討する。 

12 （リカレント教育への取組） 

学士課程及び修士課程における社会

人特別選抜や長期履修制度に関する広

報を充実させる。 

社会人や地域社会のニーズをふまえ

た教育プログラムを２０２１年度まで

に創設する。 

また、科目等履修、公開講座等の活用

や、研究生制度の見直しにより、社会人

や市民が受講しやすい環境を整える。 

12-2 社会人や地域社会のニーズを把握す

るための調査を行い、その結果を踏まえ

て、リカレント教育のあり方や提供可能

な教育プログラムについて検討する。 

社会人や地域社会のニーズを把握するための調査を行う

ことができなかったが、経済学部として提供できる教育プ

ログラムは科目等履修制度ということを確認した。 

公開講座やシンポジウム等に参加した社会人に毎回、ア

ンケート調査を行い、ニーズを把握した。自然科学関係のプ

ログラムを要望する意見があった。 

北九州市立大学の社会人リカレント教育プログラムや、

山口大学の知財教育プログラム（履修証明プログラム）等、

リカレント教育に関する情報を収集した。また、２０２０年

度からリカレント教育センターを設置し、学校教育法第１

０５条の特別の課程として地域創生マネジメント専門家養

成プログラムを実施することが決定した。履修証明プログ

ラムとして、インクルーシブ教育専門家養成コース、パーソ

ナルマネジメント専門家養成コース、子ども才能マネジメ

ント専門家養成コースの３コースを設けることとなった。 

Ⅳ  

20 （学修支援の充実） 

学内関係部署の連携のもと、留年学生

対策を含めたきめ細かな学修指導を行

い、８割以上の学生が最短在学期間で卒

業できるように支援する。取得単位が過

少である学生をはじめ、学修面で課題の

ある学生については、継続的でより丁寧

な支援に努める。 

また、補習・補充教育体制を構築し、

２０２１年度より実施する。 

20-2 学生の学習意欲を向上させるために、

好成績を修めた学生に対して広く表彰

を行うなどの特待生制度の見直しをは

じめ、学びへのインセンティブを促進さ

せるような仕組みを検討する。 

高等教育の修学支援新制度との関係を念頭に、「特定の学

生に大きな特典」ではなく「より多くの学生に学びを励ます

特典」となるよう再設計することとした。 

他大学の特待生制度について調査し、本学に適用可能な

制度の方向性を検討した。具体化は、高等教育の修学支援新

制度が開始された後にすることとした。 

Ⅲ  

20-3 プレイスメントテスト（数学）を実施

し、その結果を踏まえて、必要と認めら

れる学生に対して数学の補習授業を課

すことを検討する。また、数学以外の科

目でも補習・補充教育の必要性について

検討する。 

プレイスメントテスト（数学）を新たに実施し、結果を検

証した。すぐに補習が必要な対象者はいないことを確認し

た。そのうえで、２０２０年度より「経済数学」を２クラス

開講として、数学の少人数教育体制を強化した。 

アカデミックリテラシーのＰＣスキルについても、講義

担当者と教務委員会が補習の必要性について検討した。こ

ちらも実習の習得状況、出席状況を鑑み、今年度の補習は必

要ないと判断した。 

Ⅲ  
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40 （地域が求める人材養成への貢献） 

中小企業を中心とした市内企業等の

人材の育成のため、科目等履修制度等を

活用する。 

企業や行政機関等が実施する研修に

対し、その講師として、本学教員を毎年

度２人以上派遣する。 

また、２０２３年度を目途に教員免許

更新のための講習を開催し、初等中等教

育機関の教員の資質向上に寄与する。 

40-1 科目等履修制度等を市内企業に広報

するとともに、市内企業等の人材の育成

に活用するための方策を検討する。 

科目等履修制度の案内を下関商工会議所のホームページ

や広報誌、下関市産業振興課のホームページや広報誌に掲

載してもらえる可能性を検討した。 

Ⅲ  

 

17 教職委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

40 （地域が求める人材養成への貢献） 

中小企業を中心とした市内企業等の

人材の育成のため、科目等履修制度等を

活用する。 

企業や行政機関等が実施する研修に

対し、その講師として、本学教員を毎年

度２人以上派遣する。 

また、２０２３年度を目途に教員免許

更新のための講習を開催し、初等中等教

育機関の教員の資質向上に寄与する。 

40-3 教員免許更新のための講習の開催に

ついて、講習を開設している県内の大学

から情報収集を行い、検討を始める。 

各大学や文部科学省のＨＰで情報収集を行った。その情

報をもとに、１２月１０日、東亜大学から聞き取り調査を行

った。 

Ⅲ  

－ － － 【学生への履修指導】 

教員免許取得を目指す学生のため、教

職員連携の履修指導を引き続き行う。一

方で、単位修得状況などから免許状の取

得が困難な学生が増えているため、既修

得単位数に応じて履修継続の可否を学

生とともに検討する機会を設ける。 

学生ひとりひとりの状況を教職委員会等で共有し、履修

指導を行った。学生の単位修得状況が良好なため、個別面談

の必要はないと判断した。 

Ⅲ  

－ － － 【教員になるための支援】 

教員免許状を取得し、かつ教職に就く

ことを希望する学生に対し、教員採用試

験のガイダンスを行う。また、専修免許

状や他教科、他校種の取得を希望する学

生には、教職大学院のガイダンスを行

５月に北九州市教育委員会による教員採用試験ガイダン

スを行った。また、１０月１８日、専修免許状や他教科、他

校種の取得を希望する学生向けに、鳴門教育大学大学院の

ガイダンスを実施した。 

Ⅲ  
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う。 

－ － － 【学習支援活動】 

学校現場を多く体験させるために学

校支援活動を促す。そのために、下関市

教育委員会や近隣の小中学校と連携し、

受入れ校を確保する。 

学校現場を多く体験させるための活動（教職ボランティ

ア実習）として、８月２９、３０日に下関市内の小学校（山

の田・生野）との連携による学習支援活動（算数大作戦）を

行った。また、下関市立川中中学校（川中塾 いくらーん）

での学習支援を行った。その他、山口県教育委員会の「教員

をめざす学生の学校体験制度」を利用して、学生１人が柳井

市立柳井中学校で学習活動の補助等を行った。 

Ⅲ  

 

18 大学院研究科委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

9 （ディプロマポリシーに基づく教育の

充実） 

ディプロマポリシー及びカリキュラ

ムポリシーを見直し、必要に応じカリキ

ュラムの改善を行い、教育を充実させ、

高度な専門的知識と実践力を併せ持つ

人材を育成し、社会へ輩出する。 

また、カリキュラム改善の結果や学内

外のニーズを把握し、必要に応じてカリ

キュラム改善等の抜本的な改革に着手

する。 

9-1 高度な専門的知識と実践力を併せ持

つ人材の育成に向けて、ディプロマポリ

シー及びカリキュラムポリシーの見直

しに着手する。 

高度な専門的知識と実践力を併せ持つ人材の育成に向け

て、ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの見直

し案を作成した。 

Ⅲ  

9-2 大学院に対する学内外のニーズを把

握する。 

教員紹介のリーフレットを作成した。 Ⅱ 広報活動の充実を

通じて、ニーズを把

握する。 

9-3 現行のカリキュラムにおける開講科

目等を検討するとともに、必要に応じ専

攻の改編などカリキュラムの抜本的な

改革に着手する。 

新たに２人の担当教員を補充し、実行可能で抜本的な改

革を検討した。 
Ⅲ  

10 （ＦＤの実践による教育方法等の改善・

充実） 

修士課程教育の質を高めるために、大

学院生の要望を聴取するなど大学院の

ＦＤ活動を推進し、教育効果の検証に努

めるとともに、これに基づいて教育方法

の不断の改善に取り組む。 

10-1 大学院ＦＤ委員会や懇談会等におい

て大学院生の要望を聴取するなど大学

院のＦＤ活動を実施し、教育方法の改善

に取り組む。 

６月に第１回大学院ＦＤ委員会を開催し、大学院生と意

見交換を行い、要望の聴取を行った。 
Ⅲ  

11 （アセスメントポリシーの策定と内部

質保証の推進） 

２０２１年度までにアセスメントポ

リシーを策定し、それに基づき学生の成

績評価、単位認定及び学位授与の適正を

確保し、内部質保証を推進する。 

11-1 ３つのポリシーの見直しと並行して、

アセスメントポリシーの策定に着手す

る。 

見直した３つのポリシー案に即したアセスメントポリシ

ーを検討した。 
Ⅲ  

12 （リカレント教育への取組） 12-4 修士課程の科目等履修や研究生に関 大学院研究生に関する制度について、大学院教務委員会 Ⅱ 科目等履修生制度
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学士課程及び修士課程における社会

人特別選抜や長期履修制度に関する広

報を充実させる。 

社会人や地域社会のニーズをふまえ

た教育プログラムを２０２１年度まで

に創設する。 

また、科目等履修、公開講座等の活用

や、研究生制度の見直しにより、社会人

や市民が受講しやすい環境を整える。 

する制度、長期履修制度等社会人の履修

方法を検討し、社会人や市民が受講しや

すい環境を整備する。 

でメール会議を行った。制度改正の要否については引き続

き検討する。 

科目等履修生制度や長期履修制度については、より使い

やすい制度となるように整備を行う。 

や長期履修制度につ

いては、再度、検討

を行う。 

18 （大学院の教育目標・アドミッションポ

リシーの見直し） 

大学院のディプロマポリシー、カリキ

ュラムポリシーと連動した教育目標・ア

ドミッションポリシーの見直しを行う。 

18-1 大学院のディプロマポリシー及びカ

リキュラムポリシーとの連動を考慮し

つつ、教育目標・アドミッションポリシ

ーの見直しに着手する。 

新たな時代を切り開く専門的知見が求められている時代

の要請に鑑みて、本学で学ぶ意欲を持った学生の目指すべ

き目標の策定に努めた。 

Ⅲ  

19 （大学院入試制度の見直しと広報の強

化） 

大学院の入学者を確保するため、入試

制度を改善するとともに、広報の強化に

取り組む。 

19-1 大学院の入試結果を踏まえて入試制

度を検証する。 

大学院進学説明会開催等の広報活動

に取り組むとともに、広報のあり方につ

いて検討する。 

学部のゼミ生（３、４年生）に対して大学院に関するチラ

シを配布した（７月上旬）。また、学部生を対象にした大学

院進学説明会を７月１６日及び１８日に開催し、計４人の

学部学生が参加した。 

大学院演習担当者と研究内容を一覧にしたリーフレット

を作成し、広報できるよう整備した。また、下関商工会議所

が発行する「会議所だより・下関」に大学院の学生募集に関

する広告を掲載した。 

Ⅲ  

19-2 修士論文研究発表会の公開など大学

院生の研究成果を学内外に情報提供す

る。 

７月２５日に修士論文中間発表会を、２月１０日に修士

論文研究発表会を開催し、大学ＨＰと大学掲示板にて周知

した結果、中間発表会は１８人、修士論文発表会は２３人の

参加を得た。 

Ⅲ  

 

19 入試委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

14 （入試制度の整備及び点検） 

大学入学者選抜改革の動向を踏まえ

た入試制度を整備する。また、留学生入

試を含む入試制度の点検を不断に行う。 

14-1 ２０１８年度に公表した新たな入試

制度について、他大学の動向に注意を払

いつつ、詳細を検討する。 

文部科学省、大学入試センター、他大学からの情報収集を

行い、１２月１２日に第四次公表、３月３０日に第五次公表

を行った。 

Ⅲ  

15 （質の高い学生の安定的確保） 

アドミッションポリシーに適う学生

を安定的に確保するため、積極的に高校

15-1 高校訪問やオープンキャンパスを通

じて本学の魅力や入試の特徴を高校教

員と受験生、その保護者に説明すること

進学説明会・高校訪問並びに受入等で、本学のアドミッシ

ョンポリシー並びに２０１８年度入試からの一般選抜(前

期日程)の変更や試験結果等を高校教員・受験生・保護者等

Ⅲ  
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訪問や連携事業等を行う。１８歳人口の

減少が深刻な中、引き続き一般入試志願

者数３,５００人以上を当面の目標とす

る。あわせて下関市内からの優秀な進学

者の増加に努める。 

により、学習意欲の高い受験生を確保す

る。 

に丁寧に説明した。 

９月２７日には韓国釜山広域市内の高校及びインターナ

ショナルスクールを訪問し、９月２８日には同市で開催さ

れた日本留学フェアに参加し、志願者確保に向けた海外広

報に努めた。 

15-2 一般選抜志願者数３,５００人以上を

目標とする。 

一般入試志願者数３，８６３人であり、目標を３６３人上

回った。 

Ⅲ  

15-3 下関市内からの優秀な進学者の増加

を目指し、高校関係者と意見交換を行

う。 

６月２７日に開催した高校教員対象学内入試説明会等

で、本学のアドミッションポリシー並びに入試制度や試験

結果、小論文試験対策等を高校教員に丁寧に説明した上で、

意見交換を行った。 

Ⅲ  

16 （入試の運営方法の改善） 

受験生の利便性向上のため、２０２０

年度までにインターネット出願を導入

する。 

学外試験場の設置場所について、不断

に点検を行う。 

16-1 受験生の利便性の向上のため、推薦入

試と一般選抜においてインターネット

出願を導入する。 

２０２０年度入試においては、推薦入試と一般選抜入試

においてインターネット出願を導入した。 
Ⅲ  

16-2 学外試験場の設置場所について、不断

に点検を行う。 

既存の学外試験場について、年差はあるものの、現時点で

は学外試験場を変更する必要がないことを確認した。 
Ⅲ  

 

20 高大連携委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

17 （広報活動及び高大連携の充実・強化） 

本学の知名度を上げ、意欲ある学生を

積極的に受け入れるため、入試を中心と

した広報活動の充実を図る。あわせて、

高大連携の取組を周知し、高大連携を強

化する。 

17-2 「出張講義ライブラリー２０１９」を

作成し、高校へ配布するとともにホーム

ページに掲載する。 

あわせて、出張講義及び高大接続のあ

り方について検討する。 

「出張講義ライブラリー２０１９」を作成し、６月３日に

大学ホームページを更新した。 

ライブラリーを高校７８８校に配布した。また「大学リー

グやまぐち」にライブラリーを掲載した。 

出張講義及び高大接続のあり方を検討し、費用対効果や

教職員の負担軽減について確認した。 

Ⅲ  

41 （初等・中等教育機関との連携） 

初等・中等教育から大学教育への円滑

な接続を実現するために、市内の高等学

校等への出張講義を行い、本学の教育方

針や魅力を伝える。 

また、山口県・下関市教育委員会及び

初等・中等教育機関の教職員と本学教職

員との連携を通じて、一貫して地域が求

める人材を養成する。 

41-1 下関市内の高等学校等への出張講義

や大学での学びの体験を提供し、本学の

教育方針や魅力を伝える。 

下関市内の高等学校等１１校からの依頼に応じ、１７回

にわたり出張講義や大学での学びの体験、大学説明会への

参加を行った。 

Ⅲ  

41-2 下関中等教育学校との連携を継続す

るなど、下関市内の初等・中等教育機関

と積極的に連携する。 

下関中等教育学校との連携において、１回生１０２人を

１０月２１日に１日大学体験（模擬講義、サークル体験等）

として受け入れた。また、１０から１１月までの複数日にわ

たり５回生１３人を教員１２人が受入れ、論文の執筆を指

導した。 

新たな取組として、梅光学院高校２年生２人を１１月２

６日に教員１人が受入れ、論文の執筆を指導した。また、下

Ⅳ  
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関西高校で１月３１日に行われた「発展研究校内発表会」に

教員１人を派遣し、指導及び助言を行った。 

 

21 国際交流委員会 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

5 （グローバル化への関心の涵養） 

外国研修、留学制度、国際インターン

シップ等を充実させ、毎年度延べ１００

人以上の学生が海外研修の経験をする

ことを目指すとともに、留学生との交流

の場を設けたり、留学体験発表会やスピ

ーチコンテスト等のイベントを着実に

実施したりするなど、学生がキャンパス

に居ながら外国語や異文化に触れ、学び

理解する環境づくりを行う。 

外国語の各種検定試験等により、毎年

度延べ５０人以上の学生が単位を認定

されるよう各種検定試験等の受験を奨

励する。 

また、外国語副専攻（英語・中国語・

朝鮮語）のあり方について見直し、２０

２０年度までに結論を出す。 

5-1 交流協定を締結している大学との関

係強化を推進するとともに、新たな協定

校開拓を視野に入れて情報収集を進め、

留学制度等の充実に努める。 

外国研修、留学制度等について広く周

知するとともに、経済的サポートを継続

し、延べ１００人以上の学生が海外研修

等の経験をすることを目指す。 

協定校５校(ＣＣＣＣＤ、釜山外国語大学、ボアジチ大学、

木浦大学校、銘傳大学)の教職員が来学し、意見交換等を行

い関係強化に努めた。 

アメリカのコントラ･コスタ･コミュニティ･カレッジ･デ

ィストリクト(コントラ･コスタ･コミュニティ･カレッジ教

育自治体(ＣＣＣＣＤ))との留学協定更新において、所属す

るロス・メダノス・カレッジ(ＬＭＣ)に追加して２つの大学

(ディアブロ・バレー・カレッジ(ＤＶＣ)及びコントラ・コ

スタ・カレッジ(ＣＣＣ))へも派遣留学が可能となり、協定

校との関係強化並びに留学制度が充実した。また、トルコの

ボアジチ大学との留学協定を更新し、引き続き英語圏の協

定先を確保した。 

新たな協定校としてオーストラリアのクイーンズランド

大学附属英語学校(ＩＣＴＥ)と留学協定を締結した。 

オーストラリアのグリフィス大学との留学協定更新にあ

たり、附属英語学校での１学期プログラムを追加し、留学制

度の充実を図った。 

新たな協定校開拓として東南アジア地域を視野に入れ

て、地元金融機関と意見交換及び情報収集を行った。 

また、英国での協定校開拓に向けて、ブリティッシュ・カ

ウンシルのサイトに本学の情報を掲載した。 

外国研修及び留学制度等について、説明会及び留学体験

会の開催等で広く周知し、教職員による随時の個別留学相

談を積極的に行った。 

協定校へ１８人（青島１、銘傳３、ＤＶＣ２、ボアジチ２、

ルートヴィヒスハーフェン経済２、アルゴマ３、グリフィス

３、釜山外大２)を派遣学生として送り出した。東義大学校

２人と木浦大学校２人は、新型コロナウイルスの影響で２

０２０年秋学期に出発予定。 

また、単位認定を伴う海外活動としては、外国研修に７２

人（英語１７、中国語２７、朝鮮語２８）、国際インターン

Ⅲ  
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シップに１４人(シンガポール１０、釜山２、青島２)、生涯

スポーツに１６人（ウォーキング７、スキー９）が参加した。 

海外研修等の経験を行った学生は、延べ１２０人となっ

た。 

海外研修等に参加する学生への経済的サポートとして、

単位認定に伴う学生延べ１１６人に助成金を支給した。 

5-2 留学体験発表会やスピーチコンテス

ト、「日本にいながら世界を知ろう！！」

等のイベントを実施するなど、学生がキ

ャンパスに居ながら外国語や異文化に

触れ、学び理解する環境づくりを行うと

ともに、一層の国際理解を促し留学への

意識を高める。 

留学体験発表会を５回、「日本にいながら世界を知ろ

う!!」を４回開催した。 

スピーチコンテストには、本学学生の他に近隣大学や中

等教育学校からも多数の発表者が参加しており、外国語を

学ぶ学生の国際理解や国際交流への意識を高める場となっ

た。 

【留学体験報告会：開催状況】 

タ イ ト ル 開催日 報告者 参加数 

カナダ留学した人たちか

ら話を聞いてみよう!! 
６月２８日 ３人 ２１人 

留学経験者から話を聞

いてみよう!! 第１弾 
１０月１７日 ４人 １９人 

留学経験者から話を聞

いてみよう!! 第２弾 
１０月３１日 ３人 ２１人 

留学経験者から話を聞

いてみよう!! 第３弾 
１１月５日 １人 ８人 

留学経験者から話を聞

いてみよう!! 第４弾 
１月２１日 ６人 ２４人 

 

【日本にいながら世界を知ろう：開催状況】 

タイトル 開催日 参加数 

第１回トルコについて聞きましょ

う！知りましょう! 
６月６日 １９人 

第２回僕らの国ベトナムについて

お話しします！ 
７月１２日 １７人 

第３回「微笑みの国タイ」からの留

学生が語ります!! 
１１月１３日 

１８人 

※２人 

第４回シベリアのパリと称されるイ

ルクーツク（ロシア）の魅力と今を

知ろう!! 

１２月２３日 
１２人 

※３人 

※一般参加者数(内数)  
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タイトル 開催日 出場者 聴講者 
サポー

ト学生 

第７回日本

語スピーチ

コンテスト 

１１月７日 １９人 
約３８０人 

※１１人 
１２人 

第１１回中

国語スピー

チコンテス

ト 

１１月２１日 ３２人 約９０人 １２人 

第１５回コ

リアンスピ

ーチコンテ

スト 

１２月１日 ２５人 
約１５０人 

※１５人 
８人 

※一般参加者数（内数） 

5-3 留学生チューターの活動をサポート

することにより、新入留学生の支援を行

うとともに、留学生との共修を通してチ

ューター自身のグローバル化への関心

の涵養に努める。 

春・秋学期開始時に留学生チューター説明会を開催し、毎

月のチューター会で活動における注意等を周知し意識向上

を図るとともに、新入留学生全員に適切な支援ができるよ

うサポートした。 

チューター登録者３５人のうち、派遣留学や外国研修、国

際インターンシップ等で留学体験をした学生は１８人であ

った。 

Ⅲ  

45 （下関市のグローバル化への支援） 

語学や海外事情に関する公開講座を

開設するほか、学生による語学ボランテ

ィアを推進する。 

また、下関市のグローバル化に貢献す

るような研究を行う。 

45-2 語学ボランティア等の社会体験を通

じ、学生の地域社会との交流を促す。 

大型クルーズ客船寄港等に伴う語学ボランティアへ学生

７人を、朝鮮通信使行列再現事業の通訳アルバイトへ学生

３人を派遣した。 

今後も地域社会との交流に関する情報を周知し、募集に

努める。 

Ⅲ  

45-3 留学生と地域コミュニティとの交流

を図り、地域社会のグローバル化に貢献

する。 

名陵校区地域こども教室へ留学生６人を、社会福祉法人

三明会豊北きらきらこども園へ留学生７人を派遣した。 

また、「日本文化の神髄を知ろう」として第１回は「下関

酒造で学ぼう～日本の文化と歴史について」に１４人、第２

回は「そば打ち体験と日本人のルーツをたどる旅」に１５人

が参加した。 

１月１１日に、学生サポート組織の中国語しゃべっチャ

イナの協力を得て、「食・見・交・群～餃子パーティ～」を

ＳＣＵ国際交流会館で開催し、５０人（地元自治会５人、市

内一般参加者１４人を含む）が参加し、留学生と地域住民の

交流を行った。 

その他の地域交流行事等に６２人の留学生が参加した。 

Ⅲ  
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22 事務局（経営企画グループ） 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 

改善の方策等 

12 （リカレント教育への取組） 

学士課程及び修士課程における社会

人特別選抜や長期履修制度に関する広

報を充実させる。 

社会人や地域社会のニーズをふまえ

た教育プログラムを２０２１年度まで

に創設する。 

また、科目等履修、公開講座等の活用

や、研究生制度の見直しにより、社会人

や市民が受講しやすい環境を整える。 

12-2 社会人や地域社会のニーズを把握す

るための調査を行い、その結果を踏まえ

て、リカレント教育のあり方や提供可能

な教育プログラムについて検討する。 

社会人や地域社会のニーズを把握するための調査を行う

ことができなかったが、経済学部として提供できる教育プ

ログラムは科目等履修制度ということを確認した。 

公開講座やシンポジウム等に参加した社会人に毎回、ア

ンケート調査を行い、ニーズを把握した。自然科学関係のプ

ログラムを要望する意見があった。 

北九州市立大学の社会人リカレント教育プログラムや、

山口大学の知財教育プログラム（履修証明プログラム）等、

リカレント教育に関する情報を収集した。また、２０２０年

度からリカレント教育センターを設置し、学校教育法第１

０５条の特別の課程として地域創生マネジメント専門家養

成プログラムを実施することが決定した。履修証明プログ

ラムとして、インクルーシブ教育専門家養成コース、パーソ

ナルマネジメント専門家養成コース、子ども才能マネジメ

ント専門家養成コースの３コースを設けることとなった。 

Ⅳ  

34 （市行政課題への取組） 

地域の課題等に関する特色ある研究

を２０２０年度までに行い、それに基づ

き、市行政課題について政策提言を行

う。 

34-1 下関市にヒアリングを行い、市の行政

課題等についての事前調査を実施する。 

下関市総合政策部、産業振興部を通じて下関市の産業政

策を中心とする行政課題等について情報収集を行った。 

Ⅲ  

35 （地域企業やＮＰＯとの連携・協力の推

進） 

「下関市市内企業等の海外展開に関

する連携協定」に基づき、市内の企業や

団体と連携・協力する。 

また、下関市の企業・ＮＰＯ等に本学

教員の研究分野や業績等に関する情報

を提供する。 

35-2 下関市の企業、ＮＰＯ等に本学教員の

研究分野や業績等に関する情報を提供

し、連携・協力できる分野等について協

議する。 

下関商工会議所や下関市産業振興部等を通じて、本学教

員の研究分野や情報を提供し、市内企業等への情報提供を

することについて協議を行った。 

また、県内企業である株式会社トクヤマに当該企業が求

める分野に係る本学教員の研究分野や業績等を提供し、連

携・協力に向けての協議を行った。 

Ⅲ  

36 （下関市の行政課題の共有化と審議会

等の委員就任） 

下関市の各部署との連携を深め、行政

課題の共有を図るとともに、審議会等へ

の積極的な参画を目指す。また、市幹部

との情報交換の場を設ける。 

36-1 下関市の各部署と随時連携しながら、

行政課題の把握に努める。 

下関市総合政策部を通じて下関市の主要な行政課題につ

いて情報収集を行った。 

下関市長と理事長との会談を年３回行い、情報交換を行

った。 

Ⅲ  
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37 （理系大学と企業・行政とのコーディネ

ート） 

周辺の理系大学との情報交換を図り

ながら、最新の科学技術に関連する情報

を２０２０年度から地場企業に提供す

る。 

37-1 山口東京理科大学等と最新の科学技

術に関する情報交換を行うとともに、地

場企業と必要な情報交換を行い、産官学

の連携窓口の設置に向けた体制を整え

る。 

下関地域鯨油高度化利用産官学連携推進協議会の立ち上

げにあたり、山口県産業技術センターや地場企業等と鯨油

高度化利用等に係る科学技術の情報交換を行い、産官学連

携事業を推進した。 

山口東京理科大学のほか、西日本工業大学と情報交換を

行った。 

産官学の連携窓口の設置に向けた体制については、引き

続き検討する。 

Ⅲ  

38 （海外へ展開する地場企業の支援） 

海外展開を図る地場中小企業の支援

を行うため、情報の提供を行う。 

38-1 海外展開を図る地場中小企業の支援

を行うための情報収集を行い、情報を提

供するための体制を整備する。 

下関商工会議所を通じて海外展開を図る地場中小企業等

の情報収集を行い、情報を提供するための体制整備に向け

た準備を行った。 

Ⅲ  

48 （業務の効率化） 

会議、委員会等を再編又は統合し、運

営の抜本的な見直しを行い、手続の適正

さを確保しつつ、法人・大学の意思決定

プロセスを簡素化し、業務のスリム化を

図ることにより事務効率を向上させる。 

また、定型的な業務は、情報伝達手段

に学内情報システムを利用するなど、極

力簡素化するとともに、ＩＣＴを積極的

に活用し、より一層の効率化を図る。 

48-1 法人・大学の意思決定プロセスの簡素

化を視野に入れ、会議、委員会等の再編・

統合に向けて、所掌事務の洗い出しや見

直し等の調査を行う。 

意思決定プロセスの簡素化や、会議、委員会等の再編・統

合に向け、第１段階として、両審議会の議題の簡素化や開催

日の集約化に取り組んだ。 

Ⅲ  

48-2 ＩＣＴ等の導入を見据えた大学全体

のシステムのあり方について協議する。 

業務効率化のため、タブレットの導入について、市議会に

運用状況等を確認し、問題点等についての把握を行った。ま

た、他大学の状況を調査するとともに大学システムの更新

時期や課題の確認を行い、大学全体のシステムのあり方に

ついて協議した。 

教職員全体に配信する方法として、電子掲示板に代わり

googleドライブを活用できないか検討した。 

Ⅲ  

49 （社会的要請に適応する体制の強化） 

教育研究環境の変化や地域社会のニ

ーズを迅速かつ的確に把握し、市民に信

頼される大学となるため、教育研究組織

及び事務組織の点検及び見直しを行う。 

49-1 教育研究環境の変化や地域社会のニ

ーズを把握するための調査を行い、教育

研究組織及び事務組織の点検及び見直

しに着手する。 

２０１８年度に実施した「将来構想基礎調査」の結果を諸

会議において報告し学内で共有した。併せて、本基礎調査を

踏まえて、「外部のステークホルダーから見た本学の印象」

や「新たなブランド構築」というテーマを含む研修会を行

い、教育研究組織や事務組織の見直しの方向性について議

論した。 

２０１９年度は、教育研究環境の変化や地域社会のニー

ズを把握するための調査は未実施である。 

Ⅱ 教育研究環境の変

化や地域社会のニー

ズを把握するために

地元の高等学校長か

らの聞き取りを実施

する。 

56 （自己収入の増加） 

法人運営を資金的に安定化させるた

めに、国県市等からの受託研究、競争的

資金、交付金等の獲得により、研究費総

額の２５％以上を目途に自己収入の増

加を図る。また、寄附や広告収入等、新

たな財源を確保する。 

56-1 国県市等からの受託研究、競争的資

金、交付金等を獲得するための情報収集

を行い、研究費総額の２５％以上の外部

資金獲得を目指す。さらに、インターネ

ットによる寄附の方法や企業からのネ

ーミングライツ等を検討する。 

外部研究資金の公募情報を収集し、教員控室での掲示を

行った。また、研究費総額に占める外部資金は３０.５％で

あった。 

インターネットによる寄附の方法や企業からのネーミン

グライツ等を検討するにあたり、情報収集に着手した。引き

続き、交付金や補助金等の外部資金に係る情報収集を行う

とともに、新たな寄附や外部資金獲得に向けた手法等を検

討する。 

Ⅲ  
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57 （経費の適正管理） 

大学業務全体を見直し、ＩＣＴやＩＣ

カードの導入を前提とした新たなシス

テムの構築や、積極的なアウトソーシン

グの活用等で効率的な大学運営を行い、

管理運営経費の抑制に努める。 

57-1 ＩＣＴやＩＣカード等の導入を見据

えた大学全体のシステムのあり方につ

いて検討するとともに、アウトソーシン

グを見据えた業務の洗い出しと見直し

に着手する。 

働き方改革の取組として、職員の出退管理を始めとする

就業システムについて検討を行った。 

アウトソーシングが可能な業務の洗い出しを事務局全体

で行った。また、現在実施中のアウトソーシングの業務につ

いて、当該部署を通じてヒアリングを行い、状況を把握し

た。 

Ⅲ  

60 （情報公開） 

法人の運営に関する情報や教育研究

に関する情報、自己点検・評価に関する

情報等を大学ホームページや大学案内

等の刊行物を通じて、受験生、学生、市

民等に積極的に発信する。教授会その他

学内各種会議等の議事の記録の公開に

ついては、２０２０年度までに検討のう

え、実施する。 

また、大学活動や教育研究の成果につ

いても、各種広報媒体を活用し、機動的

かつ戦略的な広報活動を行う。 

60-1 議事録の公開を含む法人の運営に関

する情報公開のあり方について、他大学

の状況等を調査し、検討する。 

議事録の公開を含む法人の運営に関する情報公開のあり

方について、他大学の状況等を調査した。 

Ⅲ  

 

23 事務局（総務グループ） 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

36 （下関市の行政課題の共有化と審議会

等の委員就任） 

下関市の各部署との連携を深め、行政

課題の共有を図るとともに、審議会等へ

の積極的な参画を目指す。また、市幹部

との情報交換の場を設ける。 

36-1 下関市の各部署と随時連携しながら、

行政課題の把握に努める。 

下関市総合政策部を通じて下関市の主要な行政課題につ

いて情報収集を行った。 

下関市長と理事長との会談を年３回行い、情報交換を行

った。 

Ⅲ  

36-2 地方公共団体の審議会等の委員就任

に積極的に応じていく。 

地方公共団体の審議会委員に延べ８４人（実数２３人）が

就任した。 
Ⅲ  

40 （地域が求める人材養成への貢献） 

中小企業を中心とした市内企業等の

人材の育成のため、科目等履修制度等を

活用する。 

企業や行政機関等が実施する研修に

対し、その講師として、本学教員を毎年

度２人以上派遣する。 

また、２０２３年度を目途に教員免許

更新のための講習を開催し、初等中等教

40-2 企業や行政機関等が実施する研修に

対し、その講師として、本学教員を毎年

度２人以上派遣する。 

企業や行政機関等が実施する研修等の講師依頼に対して

延べ１７人（実数５人）を派遣した。 

また、下関市教育委員会教育部生涯学習課が実施する下

関市生涯学習まちづくり出前講座を通じて、下関市内の団

体より研修の講師依頼があり、本学教員３人を派遣し、７月

４日「感性工学による商品開発」、８月８日「経営情報シス

テム」、１１月１日「ワークモチベーション」の研修を実施

した。 

Ⅲ  
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育機関の教員の資質向上に寄与する。 

47 （法令遵守の徹底） 

内部相互チェック制度を見直し、公益

通報制度の充実を図る。 

47-1 公益通報制度について点検を行い、必

要に応じて改善に取り組む。 

他大学の公益通報制度について情報収集を行った。 Ⅲ  

52 （実務に長けた人材の確保） 

人事採用計画を見直すとともに、実務

に長けた人材を幅広く確保するための

制度を構築する。 

52-1 専門教育の充実や特色ある教育実施

のための人事採用計画を検討するとと

もに、実務に長けた人材を確保するため

の制度の構築に向けた協議を開始する。 

本学における実務経験のある教員の状況について、実態

を把握した。 

教員人事計画として、「マクロ経済学、応用マクロ経済

学」、「憲法、行政法」、「地域産業論」、「健康・スポーツ科学」、

「キャリア教育（特任教員）」、「中国語（特任教員）」の６科

目６件の採用を実現した。また、昇任人事４件を行った。 

Ⅲ  

54 （ワークライフバランスの確保） 

業務の効率化等により、ワークライフ

バランスに配慮した就業環境を整備し、

年次有給休暇の取得を促進する。 

54-1 業務の効率化等により、ワークライフ

バランスに配慮した就業環境を整備し、

年次有給休暇の１０日以上取得率６

０％を目指す。 

事務職員の振替休日制度の柔軟化を図るとともに、時間

外労働の上限設定について周知し、業務の見直しと効率化

を検討する契機とした。 

夏期特別休暇の取得期間を従来の３か月から４か月に拡

大し、取得の促進を図った。 

働き方改革関連法により義務化された年次有給休暇の５

日取得について、未取得の職員に対し１月又は２月に所属

長を通じて取得を促した。また、１０日以上取得率は３７.

８％であった。 

職員の区

分 

教員 

(対象 56

人) 

事務職員 

(対象 34

人) 

全体 

(対象 90

人) 

10日以上 

取得実績 

20人 

(35.7％) 

14人 

(41.2％) 

34人 

(37.8％) 
 

Ⅱ 仕事上の責任を果

たす一方で、個人の

時間を持てる健康で

豊かな生活が確保で

きるよう、年次有給

休暇の取得促進の呼

びかけを継続する。 

55 （ダイバーシティの推進） 

女性教職員の管理職への登用のほか、

性別、障害の有無等にかかわらず等しく

活躍の場を得られるような就業環境を

整備する。 

55-1 管理職登用、昇進昇格及び職務配置に

おいて、性別、障害の有無等にかかわら

ず等しく活躍の場を得られるような就

業環境を整備する。 

女性管理職の登用を推進するとともに、各グループ長補

佐を班長兼務から補佐単独の配置とし、グループ全体をよ

り広角的にサポートする体制とした。また、法人として女性

活躍支援リーダー宣言を行った。 

成年被後見人等の権利の制限に係る一括整備法の公布を

受け、就業規則の見直しを図った。 

Ⅲ  

56 （自己収入の増加） 

法人運営を資金的に安定化させるた

めに、国県市等からの受託研究、競争的

資金、交付金等の獲得により、研究費総

額の２５％以上を目途に自己収入の増

加を図る。また、寄附や広告収入等、新

たな財源を確保する。 

56-1 国県市等からの受託研究、競争的資

金、交付金等を獲得するための情報収集

を行い、研究費総額の２５％以上の外部

資金獲得を目指す。さらに、インターネ

ットによる寄附の方法や企業からのネ

ーミングライツ等を検討する。 

外部研究資金の公募情報を収集し、教員控室での掲示を

行った。また、研究費総額に占める外部資金は３０.５％で

あった。 

インターネットによる寄附の方法や企業からのネーミン

グライツ等を検討するにあたり、情報収集に着手した。引き

続き、交付金や補助金等の外部資金に係る情報収集を行う

とともに、新たな寄附や外部資金獲得に向けた手法等を検

討する。 

Ⅲ  
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57 （経費の適正管理） 

大学業務全体を見直し、ＩＣＴやＩＣ

カードの導入を前提とした新たなシス

テムの構築や、積極的なアウトソーシン

グの活用等で効率的な大学運営を行い、

管理運営経費の抑制に努める。 

57-1 ＩＣＴやＩＣカード等の導入を見据

えた大学全体のシステムのあり方につ

いて検討するとともに、アウトソーシン

グを見据えた業務の洗い出しと見直し

に着手する。 

働き方改革の取組として、職員の出退管理を始めとする

就業システムについて検討を行った。 

アウトソーシングが可能な業務の洗い出しを事務局全体

で行った。また、現在実施中のアウトソーシングの業務につ

いて、当該部署を通じてヒアリングを行い、状況を把握し

た。 

Ⅲ  

61 （施設の長寿命化計画の策定） 

学内施設の適切な維持管理を行い、施

設の長寿命化を図るため、２０２０年度

までに長寿命化計画を策定する。 

61-1 外部委託により施設の点検や診断を

行い、その結果に基づきインフラ長寿命

化計画（個別施設計画）の策定に着手す

る。 

外部委託による施設の点検・診断の実施及びその結果に

基づくインフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策定を２０

２０年度速やかに実行するため、準備に着手した。 

Ⅲ  

63 （施設の活用） 

地域貢献の一環として、学生及び教職

員の利用を確保した上で、市民に開かれ

た大学を目指し、可能な限り市民の利活

用を図るため、教室、体育館、グラウン

ド等の開放を行う。 

図書館については、蔵書の充実を図

り、その資産を適正に管理するととも

に、図書館利用者のニーズに応え、サー

ビスの向上を図る。 

63-1 学生及び教職員の利用に支障のない

範囲で周辺自治会等の行事開催の利活

用を図るため、教室、体育館、グラウン

ド等の開放を行う。 

学生活動を優先しつつ、教育研究に支障のない範囲で大

学施設の貸付を行った。貸付件数は、厚生体育施設が４３

件、教室等が９３件であった。 

Ⅲ  

64 （安全管理体制の充実） 

自然災害等や学生及び教職員の海外

渡航時における学内の安全管理体制を

構築し、危機管理マニュアルの見直しを

随時行う。また、防災訓練等を通じ、周

辺地域と連携した緊急時の対応や防災

体制を整備するとともに、防災意識向上

のための取組を推進する。 

64-1 自然災害等や学生及び教職員の海外

渡航時における学内の安全管理体制を

点検し、随時、危機管理マニュアルの見

直しを行い、内容の周知徹底を図る。 

年度計画 65-1事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に合わせて、

安全管理体制の点検や関連する危機管理マニュアルの見直

しを行うこととした。 

Ⅲ  

64-2 周辺自治会等との防災に関する協定

の見直しを検討し、防災訓練等を通じて

緊急時の対応を整備し、防災意識向上の

取組を行う。 

防災訓練の設定を変更し、事前事後の意見交換を行って

自衛消防隊の意識の向上を図るとともに、緊急時の対応の

問題点の共有に取り組んだ。防災訓練には周辺自治会から

１２人の参加を得た。 

周辺自治会等との防災に関する協定について、ハザード

マップ等を参考に内容の検証に着手した。 

Ⅲ  

65 （事業継続計画の策定） 

災害等の緊急事態が発生した際に事

業の継続や早期の復旧を図るため、事業

継続計画（ＢＣＰ）を２０２０年度まで

に策定するとともに、マニュアルを作成

し教職員間で共有する。 

65-1 事業継続計画（ＢＣＰ）策定に必要な

基本計画（事業継続目的）の立案、事業

の優先順位、想定される被害とその影響

のシミュレーション、事前対策、緊急時

の体制等を検討する。 

外部の研修に参加するとともに、他大学や自治体の事業

継続計画（ＢＣＰ）について情報収集を行い、これらを参考

にＢＣＰ策定の準備に着手した。 

Ⅲ  
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24 事務局（学務グループ） 

No 中期計画 No 2019年度計画 

2019年度の実施状況 

実施内容 
自己 
評価 改善の方策等 

7 （大学間連携事業の有効活用） 

「大学コンソーシアム関門」、「Ａキャ

ンパス」及び「大学リーグやまぐち」等

の枠組みを有効に活用し、必要により行

政とのパイプ役を果たしながら、学生に

幅広い学修の機会を提供する。 

7-1 大学間連携により幅広い学修の機会

を提供するために、「大学コンソーシア

ム関門」が企画する共同授業に講座を提

供し、「大学リーグやまぐち」の各種事

業に参加する。また、「Ａキャンパス」

のより良い実施方法について検討する。 

「大学コンソーシアム関門」が企画する共同授業に「自然

地理学」を提供した。履修登録者数は１７人（本学８人、九

州共立大学２人、九州国際大学１人、西日本工業大学６人）

であった。 

「大学リーグやまぐち」の県内進学事業として、山口県内

大学生が県の活性化に向けたアイデアを出し合うテレビ・

インターネットのディスカッション番組「ムーブマン・ネ

オ」に学生２人が参加し、取組を紹介した。また、大学と地

域や企業とのマッチングによる地域課題の解決を行うた

め、地域貢献事業を推進する地域連携推進会議に、学内コー

ディネーターとして地域貢献業務特任教員が出席した。 

「Ａキャンパス」については、例年３月にワーキンググル

ープを開催し、各大学の特色ある科目の提供や学生への周

知方法などについて意見交換を行う予定だったが、新型コ

ロナウイルス感染予防のため、新年度提供科目、新型コロナ

ウイルス対応、業務の現状及び課題の３点についてメール

会議を実施した。 
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63 （施設の活用） 

地域貢献の一環として、学生及び教職

員の利用を確保した上で、市民に開かれ

た大学を目指し、可能な限り市民の利活

用を図るため、教室、体育館、グラウン

ド等の開放を行う。 

図書館については、蔵書の充実を図

り、その資産を適正に管理するととも

に、図書館利用者のニーズに応え、サー

ビスの向上を図る。 

63-1 学生及び教職員の利用に支障のない

範囲で周辺自治会等の行事開催の利活

用を図るため、教室、体育館、グラウン

ド等の開放を行う。 

学生活動を優先しつつ、教育研究に支障のない範囲で大

学施設の貸付を行った。貸付件数は、厚生体育施設が４３

件、教室等が９３件であった。 

Ⅲ  

 


